
免税軽油の申請に係る必要書類 業種：農業

免税軽油使用者証に関するもの

提出書類（○は必須、△は場合によって必要） 様式種別 新規 更新 書換

【申請書類】

免税軽油使用者証交付申請書
個人、単独 ： 省令第16号の16様式
団体、共同 ： 省令第16号の17様式 甲 （乙）

○ ○

免税軽油使用者証書換申請書 様式第131号 ○

免税軽油使用者証返納書 様式第132号 ○

【添付書類】

　　誓約書 省令第16号の18様式 ○ ○ △※２

　　固定資産台帳・使用機械の売買契約書・納品書、（リースの場合）リース契約書（法人の場合は必須） 任意の様式 △ △ △

　　使用機械の写真（前・横・後・型式確認できるもの）※３ Ａ４版の紙に貼付または画像出力 ○ △※１ ○

　　使用機械のカタログ 任意の様式 △ △※１ △

　　１時間当たりの燃料消費量 任意の様式 △ △※１ △

　　燃料貯蔵庫（免税軽油用タンク）の容量、写真および配置図（貯蔵庫がある場合は必須） 任意の様式 △ △

　　住所の分かる構成員名簿（法人格を持たない任意団体の場合は必須） 任意の様式 △ △

　　団体の総会資料（法人格を持たない任意団体の場合は必須） 任意の様式 △ △

　　商業・法人登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（法人の場合は必須） 法務局交付 △ △

　※２　使用者証に新たに農業従事者を登録（追加）する場合に、その方の誓約書が必要です。

　※３　写真はＡ４版の用紙に貼付してください。デジタルカメラで撮影し、Ａ４版の紙に出力したものも可とします。

免税証に関するもの

提出書類（○は必須、△は場合によって必要） 様式種別 新規 追加 交換 返納

免税証交付申請書 省令第16号の21様式 ○ ○

　　農業用免税軽油所要数量計算書
個人、単独 ： 別記様式第２号
団体、共同 ： 別記様式第３号

○ ○

　　賃耕依頼証明書（該当のある場合） 別記様式第４号 △ △

　　免税軽油使用者証
個人、単独 ： 省令第16号の19様式
団体、共同 ： 省令第16号の20様式 甲 （乙）

○ ○

　　住所の分かる構成員名簿（法人格を持たない任意団体の場合は必須）※１ 任意の様式 △ △

　　役員名簿または現在（履歴）事項全部証明書（役員の変更があった法人は必須）※１ 任意の様式または法務局交付 △ △

　　各構成員の耕作作物およびその耕作面積が分かる資料
　　（法人格を持たない任意団体の場合は必須）

任意の様式 △ △

軽油引取税免税証交換申請書 任意の様式 ○

　　免税証（軽油引取税免税証） 県税が交付したもの（省令第16号の13様式） ○

軽油引取税免税証返納書 様式第134号 ○

　　免税証（軽油引取税免税証） 県税が交付したもの（省令第16号の13様式） ○

納品書等の写し ○

返信用封筒（570円切手貼付）（申請数量500ｇ以下で郵送による交付を希望する場合）※２ 封筒は角２号（332㎜×240㎜）程度の大きさ △ △ △

　※１　△　使用者証に関する手続き（新規、更新）で同時に提出している場合は不要です。

　※２　レターパックプラス（520円）でも可。

免税軽油の引取り等に関するもの

提出書類（○は必須、△は場合によって必要） 様式種別 新規 交付 交換 返納

免税軽油の引取り等に係る報告書 省令様式第１６号の30様式 ○ ○

　　免税軽油受払状況表 任意様式 △ △

　　納品書等 任意の様式 ○ ○

　※１　機械等が複数ある使用者については提出の必要があります。

　※１　機械に変更がある場合は、更新手続きでも写真が必要です。
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